
中  間  市 

自 立 

協 働 効 率 

中中間間市市行行財財政政集集中中改改革革ププラランン≪≪改改訂訂版版≫≫

［［平平成成２２２２年年度度～～平平成成２２４４年年度度］］

平平成成２２３３年年度度取取組組結結果果



ページ  

Ⅰ 自立 

 １．財政の健全化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（１）徴収体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（２）補助金等の整理合理化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（３）使用料及び手数料の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（４）その他の財源確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（５）地域経済の活性化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

２．職員の人材育成と資質向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１）人材育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（２）能力・実績の基づく人事管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（３）活力ある職場づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

Ⅱ 協働 

協働の地域づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（１）開かれた行政経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（２）推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

Ⅲ 効率 

１．行政システムの簡素化・効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（１）柔軟かつ機動的な組織の構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（２）事務の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（３）事務事業の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

２．行政内部経費の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（１）職員定員管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（２）職員の任用見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（３）給与の抑制等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（４）民間委託の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（５）広域化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（６）財務の透明化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（７）内部経費の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

目  次



Ⅰ　自立

項 目 実施概要及び効果額 所 管 課

・償却資産の申告内容の把握

　税の公平性確保のため課税客体の正確な把握に努めるため、税務署
が保有する国税資料及び県が保有する事業所情報資料を閲覧し、把握
困難な課税客体調査を行い、未申告者に対する申告の促進を図った。

【効果額　１，２７３千円】

・市県民税扶養認否調査の実施

　二重扶養をはじめ、一時所得、雑所得などがあり、市県民税の未申告
が疑われる者に対し申告書を送付し、申告の促進を図った。

【効果額　８，２８９千円】

・債権管理の強化・適正化

　市町村アカデミーから債権管理の専門家を招いて職員研修を実施し、
職員の債権管理に対する意識及び知識の向上を図った。

・全滞納者を対象に臨戸訪問の徹底

　市税等徴収率向上及び滞納対策強化を図り、自主財源の確保に努め
るため、嘱託徴収員を雇用し計画的かつ効率的に臨戸訪問（夜間徴収）
を実施した。

【効果額　４０，５１１千円】

・福岡県との共同滞納整理の実施

　県税務職員の市町村派遣協定に基づき、共同して滞納整理業務を実
施した。

【効果額　３６，９９５千円】

・不動産、預貯金、給与等債権の差押を含めた滞納処分の強化

　県税務職員及び市税徴収指導員の指導の下、現金及び動産の差押を
実施した。

【効果額　３１，４８４千円】

・市税等納付機会の拡大

　夜間納付・納税相談窓口を開設し、納税相談に応じるとともに徴収率
向上に努めた。また、コンビニ等のATMや携帯電話、パソコン等を利用し
た送金による納付も試験的に導入し、税等の納付機会の拡大に努めた。

【効果額　１，９６０千円】

・未納保育料の徴収強化

　保育料滞納者から子ども手当支給時に保育料滞納分の徴収を行うな
ど、未納保育料の徴収を強化し実施した。

【効果額　３，７３１千円】

１．適正課税の徹底

２．徴収率の向上

課税課

収納課

こども未来課

(こどもと福祉の課)

１　財政の健全化

（１）徴収体制の強化
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・町内会長及び公民館長事務費の見直し

　町内会・公民館組織の一元化を実施し、自治会制度へ移行したことに
伴い、「町内会育成費」「町内会長事務交付金」「公民館行事補助金」「公
民館長事務交付金」を統合した。また、算定基準を世帯割から人口割へ
変更するとともに単位当たりの金額を減額することで合意を得た。平成２
３年度までは移行期間としてこれまでと同額とした。

・中間市文化振興財団委託料の見直し

　指定管理者制度導入から６年が経過し、より効率的な運用を行うことに
より、毎年約２％以上の委託料削減に努めている。

【効果額　１６，３８２千円】

・シルバー人材センター補助金の見直し

　毎年、補助金の見直しを行っている。

【効果額　１１４千円】

・保育料の見直し（厚生労働省基準額の７０％維持）

　保育料算定基礎となる所得基準の見直しが行われ、高所得者への保
育料引上げが行われたが、該当世帯は２世帯であった。

【効果額　２０８千円】

・保育通園バス乗車負担金の徴収

　受益者負担の原則に基づき、バス料金徴収規則を整備し、利用者から
１月５００円を徴収した。

【効果額　２１８千円】

・市営住宅使用料の見直し（緩和措置実施中）

　公営住宅法改正を受け、市営住宅使用料見直しを行い、平成２１年度
から５年間の激変緩和措置を行いながら住宅使用料の改定を実施して
いる。

【効果額　３，０１８千円】

・施設使用料の減免規定の見直し

　施設使用申請時に、使用許可の審査を厳格に実施し、減免対象件数
の削減を行っている。

・広報紙やホームページへの広告掲載促進

　自主財源確保並びに地元商工業者の育成、振興を図るため事業者を
訪問し、広報なかまや市ホームページへの広告掲載依頼を行った。

【効果額　９２８千円】

・各施設への広告掲載の促進

　広告物掲出要綱を整備し、広報やホームページにて、ジョイパルなかま
庭球場への有料広告掲出の募集を行った。

３．補助金等の整理合理化

４．使用料等の整理合理化

５．その他の財源確保

安全安心まちづくり課

(総合まちづくり課)

都市整備課

施設所管課

生涯学習課

こども未来課

(こどもと福祉の課)

（４）その他の財源確保

（２）補助金等の整理合理化

（３）使用料及び手数料の見直し

介護保険課

総務課

生涯学習課
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・普通財産貸付料の見直し

　市有地貸付において、長期貸付料率を１％から２％に改定し、短期貸
付においても、利用促進のため、期間の短縮を行った。

・不動産業者との業務提携による市有地売却促進

　平成２３年度試行予定であったが、競争入札による市有地の売却が好
調であり、対象物件が少なかったことから実施を見送った。

・市有地の有効活用

　売却が難しい物件を家庭用菜園用地として貸し付けることにより、賃貸
料による収入増加と草刈料等の維持管理費削減を図った。

【効果額　１０７千円】

・保育園主食費の徴収

　３歳児以上の児童保護者から月額１，０００円を徴収し、自主財源確保
に努めた。

【効果額　９３７千円】

・銀行等引受資金の借換え

　高金利時代に市内金融機関から借入れを行った起債の利率を、現在
の利率水準に近づけるよう金融機関と交渉を重ね、借入れの再契約を
行い、利息軽減の効果が得られた。

【効果額　　３２，４０５千円】

・中小企業融資制度の利用促進

　より利用しやすい融資制度とするため、指定金融機関への預託金引上
げをはじめ、返済期間の延長や貸付利率引下げを行った。

・空き店舗対策事業の推進

　空き店舗が住居と一体となっていることが多く、空き店舗の利用促進を
阻害している実態があるが、商工会議所や地元商店街と連携し、空き店
舗の解消・利用促進に努めた。

・地産地消事業の充実

　前年度に続き、学校への野菜の納入を行っており、地元産野菜の消費
拡大につながった。また、地元イベントとして定着している枝豆狩りや、子
どもたちの農業体験学習の積極的な展開など、地産地消・農業振興に寄
与している。

・福岡県企業立地課との連携

　五楽・虫生津工業団地内の余剰地の情報等を提供し、県企業立地課
からも県内外の企業の最新の動向に関する情報等を得るなど、連携を
図っている。

・企業誘致に向けての推進

　工業団地内の余剰地調査を行い、進出希望企業へ即応できるように環
境を整備した結果、１件の企業誘致に成功した。

財政課

産業振興課

こども未来課

(こどもと福祉の課)

（５）地域経済の活性化

土木管理課

６．産業振興

７．企業誘致

産業振興課
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項 目 実施概要及び効果額 所 管 課

・人材育成基本方針の推進

　平成１９年に人材育成基本方針を策定し、職員研修の充実、新たな人
事管理、活気ある職場環境づくりの三つの柱をもとに、目指すべき職員
像を明確化し、職員自身の意識改革、意欲の向上を図るととともに、計
画的な人材育成、主体的な能力開発を行っている。

・研修内容の見直し、効果的人材育成の実施

　効果的人材育成を図るため、自主研修の充実をはじめ、派遣研修や
様々な資格取得研修を実施した。

・職員自己研鑽の支援

　自主研究グループ支援要綱を整備し、組織の活性化を図り、職員の自
己研鑽、能力開発を推進した。

・女性職員の育成・登用促進

　意欲と能力のある女性職員について、一層の登用促進を図るため、多
様な業務体験を通じた女性職員の育成、職域拡大など女性職員にとっ
て働きやすい環境づくりを推進した。

・人事評価制度の導入

　効果的な人材育成と組織の活性化を目的として、平成２２年度に人事
評価制度を構築し、平成２３年度に管理職職員６４名を対象に人事評価
制度を試行した。今後、より多くの職員が人事評価制度に取り組むことで
課題を分析し、よりよい制度設計に努める。

・昇任時の給与処遇の実施

　係長昇任時に、２号給の特別昇給を実施し、責任ある職に就くことに対
する職員の意識を高めた。

・職員提案制度及び表彰の実施

　業務改善意見やアイデア提案を奨励し、優れた提案を積極的に実施す
ることで職員の市政への参画意識を高めるとともに、より効率的な行政
運営や行政サービスを図った。課題提案で、「魅力あるにぎわいのまち
づくりに関するテーマ」と「より良い協働事業について」を募集し、２件の
奨励賞の表彰が行われた。

・職員意向調書の実施

　隔年実施であるため、平成２３年度は未実施。

・事務系職員と技術系職員の人事交流促進

　職域が固定されがちな技術職について、事務職場への配置を行うこと
により、幅広い見識の涵養等の能力開発を図った。

・希望降任制度の実施

　希望者なし

総務課

８．職員の人材育成と資質
向上

９．能力・実績に基づく人事
管理

１０．職員提案制度

１１．効果的な人事配置

（２）能力・実績に基づく人事管理

（１）人材育成

総務課

２　職員の人材育成と資質向上

（３）活力ある職場づくり

総務課

総務課
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Ⅱ　協働

項 目 実施概要及び効果額 所 管 課

・ホームページの充実

　市民との意見交換、情報交換の場として、常に最新の情報提供を行う
ため、ホームページの管理運用を行った。

・行政情報の迅速・積極的提供

　ホームページ上のお知らせ早耳版等を活用した迅速かつ積極的な情
報提供や、マスコミへの積極的な情報提供も行った。

・議会のネット配信

　平成２３年６月定例会から４か所、９月定例会からはさらに１か所追加
し、公共施設５か所で配信している。

・パブリックコメント制度の積極的運用

　政策形成過程への市民参加の促進のため、「中間市安全・安心まちづ
くり条例（案）」、「第5期中間市高齢者総合保健福祉計画（案）」、「第3期
中間市障害者福祉計画（案）」、「中間市健康増進計画」の４件について、
市民から広く意見を求めた。

・ボランティア・NPO等の育成・支援

　ハピネスなかま設置のボランティアセンターを市民活動の交流拠点と
位置づけ、講師の派遣事業やボランティア及び障害者団体等の交流会
をはじめ、ボランティア講師の活用や指導技術向上のため、県との共催
による協働力向上セミナーを開催した。
　また、各団体の安定運営のため、県や民間企業が募集する助成金申
請手続支援を行い、福岡県地域福祉財団から助成金を受けた。

・地域まちづくり協議会の設置

　平成２４年度中のモデル校区協議会の運営開始を目指し、準備会を定
期的に開催したが、今後もモデル校区の決定と実施事業の細部につい
て各団体との協議を進めていくこととする。

・まちづくり法人の設置

　まちづくり実行委員会を立ち上げ、イルミネーション設置事業に取り組
んだ。

・共同研修の実施

　市民協働のまちづくり基本方針に基づき、新規採用職員向け研修及び
第３部研修・取組編を実施した。今後も、協働推進担当職員の育成な
ど、職員協働研修の実施を検討する。

・子ども安全パトロール（青パト）の協働委託の検討

　平成２４年度試行

　協働の地域づくりの推進

総務課

１４．市民と行政の新たな仕
組み

議会事務局

安全安心まちづくり課

(総合まちづくり課)

（１）開かれた行政

総務課

１２．行政の透明性確保

１３．政策形成過程への市
民参加促進

（２）推進体制

安全安心まちづくり課

(総合まちづくり課)

企画政策課

(総合まちづくり課)
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Ⅲ　効率

項 目 実施概要及び効果額 所 管 課

・新たな基本方針の策定

　１　市の重要施策を積極的に推進できる組織機構の強化
　２　青少年を含めた市民の安全安心に係る組織の統合による効率化
　３　人権に配慮し、市民にわかりやすい組織の名称

・効率的な組織編制

　平成２４年４月１日機構改革
　・「安全安心まちづくり課」を新設し、同課に「防災安全係」を新設
　・税証明発行業務を収納課から課税課へ移管し、収納強化体制を強化
　・保健福祉業務の事務量増加に対応するため、「福祉支援課」を新設
　・介護保険課高齢者福祉係と地域支援係を統合
　・健康増進課に「高齢者医療係」を新設
　・課や係の名称変更
　　「保護課」を「生活支援課」へ改称
　　「こどもと福祉の課」を「こども未来課」へ改称
　　「障害者福祉係」の「害」の字をひらがな表記へ変更

・世界遺産登録推進室の設置

　平成２３年４月１日付けで教育委員会生涯学習課に設置した。

・文書管理システムの導入

　平成２４年１月２３日から試行・実施し、平成２４年５月２１日現在で、電
子決裁又は電子回覧にて処理され、９４．２％の電子化率となっている。
今後は、職員研修や各課への実地検査を実施し、文書管理システムへ
の未登録文書の削減など文書管理の適正化を図るとともに、財務帳票
の電子化の促進を図るためのシステム整備も行う。

・窓口業務の時間延長

　平成２４年３月２５日、４月１日に試行。合計173件。
　継続に向け市民へ周知の充実を検討。

・住民票広域交付、地方税手続のネット化等推進

　住民基本台帳ネットワークの活用により、全国どこの市町村でも住民
票の交付が受けられるようになっており、発行枚数も徐々に増加してい
る。様々な行政手続における本人確認や公的身分証明、転入手続の簡
略等のメリット等も案内し、更なる普及に努めている。また、地方税のイ
ンターネット電子申告は年々増加傾向であり、今後も更なる普及に努め
る。

１９．事務事業の評価 ・事務事業評価の実施

　平成２２年度から、必要性・緊急性・効率性を重点的に審査し、新年度
予算に反映させるための「事前事務事業評価」を実施している。平成２３
年度も新規事業の事務事業評価を実施した。

１７．窓口業務の時間延長

企画政策課

(総合まちづくり課)

１６．事務の効率化

１５．効率的な組織編制

生涯学習課

１　行政システムの簡素化・効率化

（２）事務の効率化

企画政策課

(総合まちづくり課)

企画政策課

(総合まちづくり課)

１８．電子自治体の推進

総務課

（１）柔軟かつ機動的な組織の構築

市民課

（３）事務事業の見直し
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項 目 実施概要及び効果額 所 管 課

・定員管理計画の運用（目標職員数４４７名）

　前回プランにて掲げた、平成１７年４月全職員数５２７名から１５％にあ
たる８０名を削減した職員数である、４４７名の範囲内で運用することとす
る。平成２４年４月１日時点では４４１名である。

・再任用職員が有する知識や経験を最大限活用し、効果的配置の実施

　定年退職を迎えるまでに培った知識・能力・経験を発揮できる配置を
行った。

・市長１０％減、副市長７％減、教育長４％減

　平成１５年から実施し、平成１７年には削減率を拡大しており、今年度も
継続して削減を実施した。

【効果額　２，５５５千円】

・退職勧奨の実施

　一般事務職１名、保育士１名、看護師３名、合計５名から申出があっ
た。

・旅費日当の約５０％削減

　平成１８年度から旅費の５０％の削減を、平成１９年度から日当不支給
地域の拡大を実施しており、現在も継続して実施している。

・指定管理者制度の導入促進

　指定管理者制度の導入を促進し、より効果的・効率的な行政運営に努
める。

・地域交流センター等の指定管理者制度導入検討

　平成２４年度実施予定

・図書館・体育施設の指定管理者制度導入検討

　平成２４年度実施予定

・学童保育所の指定管理者制度導入検討

　実施を見送ることとした。

（３）給与の抑制等

２２．市長・副市長・教育長
の給与削減

（４）民間委託の推進

こども未来課

(こどもと福祉の課)

生涯学習課

２３．退職勧奨の実施

２４．旅費の見直し

２５．公の施設の運営委託

２０．職員の定員管理

総務課

（２）職員の任用見直し

総務課

２　行政内部経費の見直し

企画政策課

(総合まちづくり課)

総務課

（１）職員定員管理

２１・再任用職員及び臨時
的任用職員の人事管理
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・小学校給食調理業務の民間委託

　底井野小学校に続き、平成２３年８月から中間東小学校と中間南小学
校の給食調理業務について民間委託を実施した。

【効果額　１９，５１７千円】

・中学校給食の導入検討

　「中間市中学校給食検討会議」において、「中学校完全給食実施に係
る提案書」が出された。今後は、実施時期や方式等を盛り込んだ実施計
画を作成する。

・浄水場運転業務委託

　休日・夜間の運転業務の委託を実施した。

【効果額　９，９０５千円】

・児童センター内リンクの委託

　平成２３年度から業務委託を実施した。

【効果額　７，４０４千円】

・中間北小学校学童保育所の委託

　平成２３年度から運営委託を実施した。

【効果額　６，２８３千円】

・市民課窓口業務の委託検討

　内部で慎重に検討中

・地域包括支援業務の一部及び認定調査業務の委託検討

　他の自治体の運用状況を調査し、内部で検討した結果、当面は直営に
よる運営が望ましいという結論に達した。

・消防広域化の推進

　広域行政による消防業務の共同処理を目指すが、平成２３年度におい
て進展はしていない。

・北九州都市圏広域行政協議会

　北九州市と中間遠賀１市４町の広域連携により、様々な会議を通じ、に
ぎわいづくり連携事業など広域間の情報提供や情報共有を行っている。

・遠賀・中間広域連携プロジェクト推進会議

　福岡県と中間遠賀１市４町の広域連携により、地域振興や地産地消、
環境、文化事業など様々な分野において共同事業を実施した。

・健全化判断比率の公表及び分析

　財政健全化法に基づき、健全化判断比率４指標を市議会へ報告すると
ともにホームページ上で公表し、実質公債費比率の改善、義務的経費の
抑制を図った。

（５）広域化の推進

介護保険課

こども未来課

(こどもと福祉の課)

２７．広域化の推進

２８．財政情報の開示

２６．事務事業の民間委託

（６）財務の透明化

市民課

上下水道局

学校教育課

消防本部

企画政策課

(総合まちづくり課)

財政課
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・ひかり電話回線の導入

　既存のアナログ回線から、光回線への見直しと同時に料金プランも変
更したことにより、電話料金の削減を図った。

【効果額　５，０４９千円】

・コピー機更新見直し

　コピー機及び複合機の見直しを行い、設置台数の見直しや消耗品の削
減などを図った。

【効果額　１，７５６千円】

・エコに対する職員の意識向上及びエコ製品導入の検討による省エネ
ルギー化促進

　照明のこまめな消灯をはじめ、空調の温度設定管理など光熱水費の
抑制によるコストの削減と併せて、地球にやさしい環境づくりを意識した
取組を実施した。

【効果額　２５９千円】

※【効果額計　２３１，２８８千円】

財政課

２９．内部経費の見直し

（７）内部経費の見直し
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